
作成：2025 年７月 31 日 

 

 

松本印刷株式会社 一般事事業主行動計画（女性活躍推進法） 

 

 

女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため次のように行動計画を策定する。 

 

 

１． 計画期間  

２０２５年８月１日から２０２８年７月３１日までの３年間 

 

 

２． 当社課題 

  女性の初級管理職は 10 人と増加したが、女性の管理監督者が 1 人と少ない 

 

 

３． 目標 

  女性の管理監督者を２人以上とする 

 

 

４． 取組み内容と実施時期 

 

 

新任初級管理職に対して研修を実施し、管理職としての役割理解とマネジメント力向上を図る 

 

●2025 年 10 月～ 新任初級管理職への研修実施 

 

 

 

育児・介護制度一覧の内容を全社員に定期的に周知し、利用促進とキャリア継続を支援する 

 

●2025 年 12 月～ 制度案内を年１回、社内ポータルや会議資料に掲載する 

 

取組み１ 新任初級管理職の育成 

取組み２ 制度の周知強化 


